
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

平成 27 年６月 26 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    １件 

         厚生年金保険関係      １件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ７件 

         国 民 年 金 関 係      ３件 

         厚生年金保険関係      ４件 

 



 
 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500045 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500018 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 17 年 12 月 13 日の標準賞与額を４万 9,000 円に訂正することが

必要である。 

   平成 17 年 12 月 13 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計

算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

   事業主が請求者に係る平成 17 年 12 月 13 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 17年 12 月 13 日 

    年金事務所からお知らせ文書が届き、Ａ社に勤務していた期間の賞与の記録が無いことが

分かった。請求期間に賞与が支給されていたと思うので、標準賞与額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与に係る支給控除一覧表から、請求者は、請求期間に同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

   また、標準賞与額については、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、請求者の請求期間に係る標準賞

与額については、前述の支給控除一覧表により確認できる厚生年金保険料控除額から、４万

9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明である旨陳述しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、行ったとは認められない。



 
 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500012 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1500007 号 

 

第１ 結論 

昭和 60 年７月から昭和 61 年３月までの請求期間及び同年４月から同年 10 月までの請求期

間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 60 年７月から昭和 61 年３月まで 

            ② 昭和 61 年４月から同年 10月まで 

国民年金の加入手続について、昭和 55 年に、妻がＡ県Ｂ市役所の窓口で行った。 

国民年金保険料の納付について、国民年金に加入の当初から、妻が、毎月、自宅に来てい

た集金人に夫婦二人分を納付していた。また、請求期間①及び②当時、一人分の月額保険料

は、8,000 円から 9,000 円ぐらいだったと記憶している。 

請求期間①及び②は免除及び未納と記録されているが、当時は、仕事も安定して収入も十

分にあり、国民年金保険料、税金その他全ての支払いについて遅れることなく支払っていた

ので、調査の上、当該期間の記録を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、昭和 55 年９月に国民年金に加入して以降、請求者の妻が夫婦二人分の国民年金

保険料を集金人に、毎月、納付していたと主張しているところ、社会保険オンライン記録によ

ると、請求者について、同年４月以降の期間において請求期間①及び②を除き国民年金保険料

の未納は無い。 

しかしながら、請求期間①について、請求者夫婦に係るＢ市の昭和 60 年度収滞納一覧表及

び国民年金過年度収滞納一覧表を見ると、請求者夫婦共に、請求期間①に係る国民年金保険料

の納付を免除されていたことが記録されている。 

また、請求期間②について、請求者夫婦に係るＢ市の昭和 61 年度収滞納一覧表及び国民年

金過年度収滞納一覧表を見ると、請求者夫婦共に、請求期間②に係る国民年金保険料が納付さ

れていた記録が見当たらない上、請求者夫婦に係る同市の国民年金被保険者名簿には、いずれ

にも昭和 61 年度に行われた国民年金保険料免除申請が却下されたことを示す事跡「申免却下 

61.9」が残されており、請求期間①に係る前述の記録を含むこれら記録と、請求期間①及び②

に係る夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に、毎月、納付したとする請求者の妻の陳述は符合

しない。 

このほか、請求者の妻が請求期間①及び②に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、当該期間に係る国民年金保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500013 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1500008 号 

 

第１ 結論 

昭和 60 年１月から昭和 61 年３月までの請求期間及び同年４月から同年 10 月までの請求期

間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 60 年１月から昭和 61 年３月まで 

② 昭和 61 年４月から同年 10 月まで 

私は、結婚を機に会社を退職した昭和 55 年９月頃に、Ａ県Ｂ市役所の窓口で国民年金の

加入手続を行った。 

また、国民年金保険料の納付については、請求期間①及び②を含め、私が、毎月、自宅に

来ていた集金人に夫婦二人分を納付しており、当該期間当時の一人分の月額保険料は、8,000

円から 9,000 円ぐらいだったと記憶している。 

請求期間①及び②は、免除及び未納と記録されているが、当時は夫の仕事も安定して収入

も十分にあり、国民年金保険料、税金その他全ての支払いについて遅れることなく支払って

いたので、調査の上、当該期間の記録を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、昭和 55 年９月に国民年金に加入して以降、夫婦二人分の国民年金保険料を集金

人に、毎月、納付していたと主張しているところ、社会保険オンライン記録によると、請求者

について、請求期間①及び②を除き国民年金保険料の未納は無い。 

しかしながら、請求期間①について、請求者夫婦に係るＢ市の昭和 59 年度収滞納一覧表及

び昭和 60 年度収滞納一覧表並びに国民年金過年度収滞納一覧表を見ると、請求者については

請求期間①に係る国民年金保険料の納付を、請求者の夫については昭和 60 年７月から昭和 61

年３月までの期間に係る国民年金保険料の納付をそれぞれ免除されていたことが記録されて

いる。 

また、請求期間②について、請求者夫婦に係るＢ市の昭和 61 年度収滞納一覧表及び国民年

金過年度収滞納一覧表を見ると、請求者夫婦に共に、請求期間②に係る国民年金保険料が納付

されていた記録が見当たらない上、請求者夫婦に係る同市の国民年金被保険者名簿には、いず

れにも昭和 61 年度に行われた国民年金保険料免除申請が却下されたことを示す事跡「申免却

下 61.9」が残されており、請求期間①に係る前述の記録を含むこれら記録と、請求期間①及

び②に係る夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に、毎月、納付したとする請求者の陳述は符合

しない。 

このほか、請求者が請求期間①及び②に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控等）は無く、当該期間に係る国民年金保険料が納付されていたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500117 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1500009 号 

 

第１ 結論 

平成３年 10 月から平成４年８月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 44 年生  

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成３年 10 月から平成４年８月まで 

請求期間に係る国民年金の加入手続について、私は、初めて就職した会社を退職すること

を両親に話したところ、父から、退職後は自分で国民年金と国民健康保険に加入して保険料

を納付するように言われたので、会社を退職後すぐの平成３年 10 月に、Ａ県Ｂ市役所にお

いて国民年金と国民健康保険の加入手続を行った。 

請求期間の国民年金保険料について、加入当初の１か月又は２か月は、Ｂ市役所から郵送

された納付書に現金を添えて、同市役所又は自宅近くの金融機関で納付し、その後は、国民

健康保険料と一緒に口座振替により納付していたように思う。 

また、記憶は正しくないかもしれないが、請求期間当時の国民年金保険料は月額１万 3,500

円ほどで、国民健康保険料と合わせて２万円ほどであった記憶がある。 

請求期間について、国民年金保険料を納付していたので、調査の上、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間の国民年金について、請求者は、平成３年 10 月にＢ市役所において加入手続を行

い、国民年金保険料は、同市役所又は金融機関の窓口及び口座振替で納付したと主張している。 

しかしながら、請求期間当時に国民年金の加入手続が行われた場合、国民年金手帳記号番号

が払い出されるところ、社会保険オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索シ

ステムにより各種の検索を行ったが、請求者について国民年金手帳記号番号の払出しは見当た

らず、請求者は、請求期間当時には国民年金に未加入であり、請求期間の国民年金保険料を納

付することができない。 

また、請求者は、請求期間のうちの一部の期間について国民年金保険料を口座振替で納付し

たかもしれない旨陳述しているところ、当該口座振替を行っていたとされる金融機関は、対象

期間が古いため出入金記録等のデータ照合ができない旨回答しており、請求者の主張を裏付け

る事情は確認することができない。 

さらに、請求者は、記憶は正しくないかもしれないが、請求期間に係る国民年金保険料額に

ついて月額１万 3,500 円ほどであると陳述しているが、請求期間の実際の国民年金保険料は、

請求者が記憶している保険料額と相違している。 

加えて、請求者が請求期間において国民年金に加入し国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに請求期間について、請求者の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が



 

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500003 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500016 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 36 年 10 月頃から昭和 38年 11 月 23 日まで 

厚生年金保険の記録では、Ａ社に係る被保険者資格の取得年月日が昭和 38 年 11 月 23 日

となっているが、同社には、請求期間前から勤務していた同僚の紹介により、昭和 36 年 10

月頃に入社したことを覚えているので、請求期間について被保険者資格の取得年月日を訂正

してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間にＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録がある元従業員及び請求者の夫の陳述

並びに厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の記録から判断すると、入社時期は特定でき

ないものの、請求者は、請求期間のうち、一部の期間について、同社に勤務していたことがう

かがえる。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録において、昭和 62年８月 26 日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっている上、同社の清算人は、「Ａ社は、既に 25、26 年前に廃業しており、

請求期間当時の資料も保存していないため、何も分からない。事業主も高齢であり、回答がで

きない。」旨回答しており、請求者の請求期間に係る勤務及び厚生年金保険料控除等について

事業主等に確認することができない。 

また、請求者は、Ａ社への入社を紹介してくれた者を含む同社の先輩を４人覚えているとし

ているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該４人の同社の被

保険者資格の取得年月日は、最も早い者でも請求者が主張する自身の入社日よりも約半年後以

降の昭和 37 年５月１日、他の３人はいずれも請求者の資格取得年月日と同日の昭和 38 年 11

月 23 日となっている上、当該４人とは別に請求者を覚えていると回答した者の資格取得年月

日も、同人の記憶する入社日よりも１年以上後の日となっており、同社の複数の従業員につい

て、入社日と厚生年金保険被保険者資格の取得年月日が一致しない状況がうかがえる。 

さらに、入社日と厚生年金保険被保険者の資格取得年月日が一致しない前述の５人のうち、

１人は、「入社後、試用期間を経て、正社員になってから厚生年金保険に加入した。」旨回答し

ており、残る４人は、いずれも厚生年金保険が入社時から控除されていたか否かは分からない

としている。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金



 

保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500006 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500017 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 61 年 11 月 20 日から平成元年４月１日まで 

  私は、Ａ社の社長から、厚生年金保険に加入すると約束され同社に入社した。入社当初か

ら、厚生年金保険料、雇用保険料及び税金を給与から控除されており、手取りで月 30 万円

を受け取っていた。請求期間について、厚生年金保険被保険者記録が無いので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

オンライン記録及び事業所名簿によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは平

成元年４月１日であり、請求期間は同社が適用事業所となる前の期間である上、オンライン記

録によると、同社の請求期間当時の事業主及び当該事業主の妻は共に、同日付けで同社におけ

る厚生年金保険被保険者資格を取得しており、請求期間は、国民年金保険料の納付済期間であ

ることが確認できる。 

また、Ｂ社は、「請求期間当時の事業主は死亡しており、資料も残っておらず、当時のこと

は不明である。」旨回答している上、当該事業主の妻は、「私は請求期間当時から取締役である

が、給与計算や社会保険手続等は亡くなった夫が一人で行っていたので私には分からない。」

旨陳述している。 

さらに、請求者から提出された預金通帳を見ると、請求期間中の昭和 62年８月 24日にＡ社

から 28 万 6,290 円が振り込まれているものの、当該預金通帳の記録からは厚生年金保険料が

控除されていた事情はうかがえない。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500052 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1500019 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を認めることは

できない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 17年７月７日 

    Ａ社に勤務していた方の賞与記録を訂正した旨のお知らせ文書が年金事務所から届き、私

の記録についても確認したところ、同社から支給された平成 15 年から平成 18 年までの計６

回の賞与記録が無いことが分かった。 

    当該６回の賞与のうち、賞与明細書を保管していた５回の賞与については記録が訂正され

たが、請求期間の平成 17 年７月７日に支給された賞与については明細書を保管していない

ため訂正されなかった。 

    しかし、請求期間についても、前年及び翌年と同額程度の賞与が支給されていたと思うの

で、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   商業登記簿によると、Ａ社は既に破産しており、破産時の元事業主に照会したが回答がない

上、同社の破産管財人は、同社に係る賃金台帳等の関連資料を保管していないと回答しており、

請求者の請求期間に係る賞与の支給及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

   また、請求者から、平成 17年分給与所得の源泉徴収票及び平成 17 年分の給与に係る支給明

細書 12 枚が提出されているところ、当該源泉徴収票に記載されている支払金額は、当該各月

の支給明細書に記載されている総支給額（非課税の通勤手当を除く。）の年間合計額と一致す

る上、源泉徴収票の社会保険料等の金額についても、各月の支給明細書に記載されている社会

保険料控除額（健康保険欄、厚生年金欄、厚生基金欄、雇用保険欄及び介護保険欄）の年間合

計額と一致する。 

   さらに、Ｂ銀行Ｃ支店から提出された請求者に係る平成 17 年７月の「取引推移一覧表」を

見ると、Ａ社からの振込みは、25日付けの給与以外に確認できない。 

   このほか、請求期間において、請求者に賞与が支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控

除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたと認めることはできない。



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500096 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（脱）第 1500002 号 

 

第１ 結論 

昭和 33 年７月１日から昭和 41 年３月１日までの請求期間については、脱退手当金を受給し

ていない期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 33 年７月１日から昭和 41 年３月１日まで 

 

支給済期間 ： ① 昭和 33 年７月１日から同年８月 26日まで 

           ② 昭和 36 年９月 15日から昭和 41 年３月１日まで 

 

  年金記録で騒ぎ出した平成 17 年頃に脱退手当金支給済記録に気付き、役所に行ったが相

手にしてもらえなかった。最近、入院することになり、年金が少ないので少しでも年金が増

えればと思って調査してもらうことにした。 

  Ａ社を退職したのは、Ｂ業を始めるためであり、実際に開業したのは退職後 1年くらいし

てからだった。脱退手当金支給の記録がある昭和 43 年５月頃は、同社近くのＣ市でＢ業を

一人で営み、歩いて 30分程度の自宅に母と二人の妹の４人で住んでいた。 

  オンライン記録によると、請求期間は脱退手当金支給済期間となっているが、私は脱退手

当金の言葉すら知らなかったので請求するはずがなく受け取った記憶も無い。当該期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、脱退手当金支給済期間②に係る厚生年

金保険被保険者記号番号を取り消し、別の番号により管理されていた脱退手当金支給済期間①

に係る厚生年金保険被保険者記号番号へ一つにする処理（重複取消）が、訂正請求に係る脱退

手当金支給決定日である昭和 43 年５月 23 日の約 40 日前の昭和 43 年４月 11 日付けで行われ

ているところ、脱退手当金の支給決定に当たっては、支給対象期間が異なる厚生年金保険被保

険者記号番号により記録されていた場合、異なる番号を重複整理することとされていたことを

踏まえると、事業所を退職した約２年１か月後の請求者に係る昭和 43 年４月 11 日付けの重複

取消は、脱退手当金の請求に併せて行われたと考えるのが自然である。 

また、請求者の支給済期間②に係る事業所の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、請求期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、請求者から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、請求者は、請求期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


